
妊娠期から２歳児までの子ども・子育て支援の全体像
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加速化プラン・強化
経済的支援と一体的に
実施(R7～)

加速化プラン・強化
地域子ども・子育て支援事業として
計画的に実施（R7～）

加速化プラン・創設
希望する自治体で実施（R7～）
全自治体で本格実施（R8～）

○R4児童福祉法改正や加速化プランにより、これまで比較的手薄だった妊娠期から２歳児までの支援を強化。
○これらを着実に実施していき、自治体と緊密に連携しながら取組を強力に推進。
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R4児童福祉法改正・強化
気軽に相談できる相談機関を身近な存在に（保育所
や地域子育て支援拠点を想定）
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・保育所等での要支援家
庭のこどもの受入れ
・育児・養育の訪問相談
・ショートステイ、トワイ
ライトステイで一時的
に預かり
・おむつなどの訪問提供
を通じた見守り
・訪問による家事支援

等
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R4児童福祉法改正・強化
家庭支援事業（子育て短期支援事業、養育支援訪問支援事業、
一時預かり事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点

事業及び親子関係形成支援事業）を充実。また、それらの事
業による支援が必要な者に対しては市区町村が利用
勧奨・措置を実施（R６～）

R4児童福祉法改正・創設
こども家庭センター等でサポートプ
ランを作成し、包括的な支援を実
施（R６～）
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別添２
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